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市民税・県民税 

 
 

令和 8年度分市民税・県民税の申告が始まります！ 
    申告期間：２月 16日（月）から３月１6日（月）まで 

 

の申告は原則郵送での提出を！！ 

●市民税・県民税の申告が必要な方  

下の表は、一般的な例で作成した申告の必要性の判定表となりますので、参考としてご活用ください。 

なお、市民税・県民税の申告が不要でも、確定申告が必要となる場合がありますので国税庁ホームページ等で

ご確認ください。

市民税・県民税は、前年 1月 1日から 12月 31日までの 1年間に生じた所得や控除の状況を、毎年申告して

いただく制度となります。 

この申告は、「市民税・県民税の税額決定」及び「所得（非）課税証明書の交付」のほか、「国民健康保

険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定」、「各種福祉手当の受給判定」などを行うために必要な

資料となりますので、下記フローチャートを参考に、該当される方は必ず申告ください。 

令和 8年度分市民税・県民税の申告期限は、令和 8年 3 月 16日（月）となりますので、余裕をもって準

備をしていただきますようお願いいたします。 

なお、市民税・県民税の申告書等の書類については、蕨市ホームページから印刷が可能なほか、税務課

及び市内公民館に設置しております。                             

また、令和 6年より Web上で市民税・県民税の申告書を作成し、提出する 

ことができるようになりました。詳細は、右記の QRコードをご確認ください。       
 

※所得税の確定申告に関する書類は、市内公民館への設置は行いません。国税庁ホームページから印刷

していただくか、西川口税務署（048-253-4061）に直接お問い合わせください。 

令和 8年２月発行 
 
 

Ⓒ蕨市 

【スタート】 
令和 8年 1月 1日に蕨市にお住まいでしたか。 

令和 8年 1月 1日にお住まいであった 
自治体にお問い合わせください。 

確定申告書を 
提出しましたか。 

市民税・県民税の申告は
不要 

令和 7年中に 
収入がありましたか。 

（ 遺 族 ・ 障 害 年 金 、 失 業 保 険 

な ど の 非 課 税 収 入 を 除 く ） 

主な収入は 
給与でしたか。 

収入は 
公的年金のみでしたか。 

給与以外の所得が 20万円を超
えていましたか。 

すべての勤務先から 
「給与支払報告書」が 

蕨市に提出されていますか。 

 

市民税・県民税の申告が 
必要 

給与以外の収入（事業・公的年金 ・
個人年金など）がありましたか。 

市内在住の親族の 
被扶養者（注１）ですか。 

 

市民税・県民税の申告は 
不要（注２） 

市民税・県民税の申告は
不要（注３） 

いいえ 

市民税・県民税の申告が 
必要 

市民税・県民税の申告が
必要 

市民税・県民税の申告は 
不要（注３） 

注１ 

扶養している親族の確定申告書、市

民税・県民税申告書、源泉徴収票な

どに控除対象配偶者や扶養親族とし

て記載されている方です。 
 
注２ 

所得金額が記載された非課税証明書

が必要な方は申告が必要です。 
 
注３ 

源泉徴収票の控除内容を修正する方

または医療費控除等の記載のない控

除を受けたい方は申告が必要です。 

はい 

いいえ 
いいえ 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 
はい 

はい 

確定申告が必要 

    蕨市 HPページ番号 

「1004926」で検索 
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年金所得者に係る確定申告不要制度について 
 

次のいずれにも該当する場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。 

① 公的年金等の収入金額（2か所以上ある場合は合計額）が「400 万円以下」の方 

② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が「20万円以下」の方 
※これらの場合でも、確定申告をすれば税金が還付となる場合には、確定申告を行うことができます。 

 ※「公的年金等」には、遺族・障害年金は含まれません。 
 

なお、次のいずれかに該当する場合は、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。 

①  公的年金等の源泉徴収票の控除内容に追加・変更する控除がある。 

② 金額にかかわらず、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある。 
 

               確定申告無料相談 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

〒332-8654  川口市西川口４丁目６番 18 号 

西川口税務署   ☎048-253-4061(代表) 
 

 

【 所得税などの国税に関するお問い合わせはこちら 】 

★税の手続きについて 
所得税は「税務署」、市民税・県民税は「市役所」で取り扱う税金となります。 
税目によって申告会場が異なります。会場での申告は、どちらの税目も事前予約が必要とな

りますのでご留意ください。 

所得税の確定申告によって所得税を納める方や還付を受ける方は２ページ、所得税の確定申

告が不要な方（市民税・県民税の申告）は４ページを来場前に必ずご確認いただき、入場整理

券や事前予約のご準備をお願いします。 

なお、所得税の確定申告を行う方は、市民税・県民税の申告は不要です。 

関東信越税理士会 
西川口支部 

令和 8 年１月 27 日（火）から２月 10 日（火）までに  

※土日を除く午前10時から午後3時まで 

関東信越税理士会西川口支部（048-255-6625） 

または、お近くの税理士事務所へお電話にてご予約ください。  

じ     

電話及び対面による税務相談 
※担当する税理士により相談方法が異なる場合がございます。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

予約 

方法 

相談 

方法 

※収入が 600 万円を超える場合や複雑な手続きをする場合は、料金が発生する場合がござい

ますのでご了承ください。 

令和 8 年 2 月 2 日（月）から 13 日（金）まで  ※土日祝日を除く 

午前 9 時 30 分から午後 4 時まで 事前予約制 

開催 

日時 

主 
催 

① 年金受給者の方 

② 年の途中で退職された方 

③ 給与所得者で医療費控除等を受ける方 

 

対象者 

注意！お電話の掛け間違いが多発しております！ 

「048-255-6625」は、「関東信越税理士会西川口支部」です！  

税理士の方にご相談されたい方のみ上記情報をご確認の上、お掛けください。  

西川口税務署には「048-253-4061」、市役所には「048-433-7707」にお掛けください！  
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市民税・県民税の申告受付会場は事前予約制です 

 

 

●市民税・県民税申告受付会場のご案内 

申告書の提出は、専用の返信用封筒を使用した郵送での提出を推奨しておりますが､対面

での申告を希望される方を対象に以下のとおり申告受付会場を開設いたします。 

会場は事前予約制となりますので、忘れずにご予約くださいますようお願いいたします。 
 

申告受付会場 開設期間 集合時間 

東公民館(塚越 3 丁目 19番 13 号)3階集会室 
蕨市コミュニティバス「ぷらっとわらび」 

東ルート⑯東公民館 

2月 9日(月) 

   10日(火) 

＜午前の部＞ 
午前 9 時から 

11 時 30 分まで 

＜午後の部＞ 
午後1時30分から 

4 時まで 

蕨市役所(中央 5 丁目 14番 15 号)1階多目的会議室 
蕨市コミュニティバス「ぷらっとわらび」 

南ルート㉖蕨市役所 西ルート(市民体育館先回り)㉙蕨市役所 

東ルート㉓蕨市役所 西ルート(市役所先回り)⑧蕨市役所 

2月 16日(月)から 

3月 16日(月)まで 
※土・日・祝日を除く 

ただし、3月 1 日の 

日曜日は開場いたします。 

＜午前の部＞ 
午前 9時から 

12時まで 

＜午後の部＞ 

午後 1時から 

4時まで 

※申告会場での開設期間は、税務課窓口での申告受付は行っておりません。 
 

＜市民税・県民税の申告受付会場の予約申込方法について＞ 
蕨市ホームページの予約申込専用ページ(右記の QR コード)から、2営業日以

降の日程（当日や翌日の予約はできません）のうち、希望の集合時間（1時間単

位）を選択し、ご予約いただくことが可能です。 

スマートフォンやパソコンからの申込ができない方を対象に、窓口及び 

専用電話での予約サポートも実施いたしますので、忘れずにご予約ください。 

予約方法 申込期間 受付窓口 受付時間 
スマートフォンや 
パソコンからの申込 

2月 2日（月）午後 6時から 

3月 12日（木）午後 4時まで 

右上の QR コードからお申込

ください。 
24時間受付可 

予約サポート 

※予約システムか

ら予約をお取り

します。お名前、

電話番号、予約

日時(第 3 希望程

度 )を準備のう

え、ご依頼くだ

さい。 

窓 

口 

2月 3日（火）から 

13日（金）まで 

※窓口は、3
月 1 日(日)
を 除 き 、
土・日・祝
日の予約サ
ポートを行
いません。 

税務課市民税係 

蕨市役所２階 ⑤番窓口 
午前 9時から 

12時まで 
 

及び 
 

午後 1時から 

4時まで 

2月 16日（月）から 

3月 12日（木）まで 

市民税・県民税申告受付会場 

蕨市役所１階 多目的会議室 

電 

話 

＜東公民館の予約分＞ 

2月 3日（火）から 

6日（金）まで 

※電話は、 

土・日・ 
祝日の予
約サポー
トを行い
ません。 

専用電話：048-420-9658 
 

申告に関するご質問には 

お答えできかねます。 

※希望する会場によって 

申込期間が異なります 

のでご注意ください。 

＜蕨市役所の予約分＞ 

2月 12日（木）から 

3月 12日（木）まで 

※予約の集合時間が定数に達し次第、その集合時間の予約受付は終了します。 

＜事前予約していない方について＞ 
事前予約の結果、予約が定員に達していない場合のみ、当日の朝 8時 45分から各会場で該当する時

間帯の整理券を配付します。すべての集合時間が定員に達している場合は、申告受付会場にご来場いた

だいても当日受付することができませんので、必ず事前予約を行ってからご来場ください。 
 

Ⓒ蕨市 

 

市民税・県民税の申告は郵送での提出を推奨しています。 
会場への来場が不要となる郵送での提出をお願いします。 

【 市民税・県民税に関するお問い合わせはこちら 】 

蕨市役所 税務課 市民税係 

〒335-8501  蕨市中央５丁目１４番１５号 ２階⑤番窓口 

☎048-433-7707(直通)   ☎048-420-9658(申告会場予約専用電話) 

蕨市ＨＰページ番号 

「1008265」で検索 

 


